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• 人口減少を考慮した適正規模の施設の改
修・更新に努める。

• 財源確保のための料金改定については急
激な値上げにならないよう努める。住民
に対して周知広報などにより十分な説明
を行う。

• 水需要を考慮した事業計画を策定している
が、施設更新時点において、再度、将来的
な水需要を検討した上で、事業計画及び施
設規模等を見直し、改修・更新を行いたい。
• 人口減少等を考慮した水需要の再検討及
び事業計画等の見直しを行い、中長期的
な視点で必要な値上げを段階的に実施し
たいと考えている。ま
た、その際には、住民
に必要性を十分理解
していただけるよう、
周知広報などによる
丁寧な説明を行う。

• 地域と連携した空家の情報収集に随時取り組み、
実態把握に努める。
• 空家相談窓口を明確化する。情報提供や意識啓
発に取り組む。
• 空家除却のための助成制度を構築する。
• 空家バンク事業により利活用を推進する。

• 現地確認や固定資産情報、水道情報等を調査し、
実態把握に努める。
• 都市建設課住宅政策係が窓口となり、相談内容に
より関係各課に協力を依頼し、連携体制を構築す
る。
• 「空家等対策計画」に基づき、平成31年度より空
家除却補助事業を創設する。
• 「空家等対策計画」に基づき、平成31年度より空
家バンク事業を実施する。不動産の関係団体と協
定を結び、空家バンク登録者、利用者が契約に至
るまで円滑に進むように努め、空家等が積極的に
利活用されるよう事業を推進する。

・福祉部門と教育部門が一体となった組織の
設置も視野に両部門がより連携すること
で、児童の発達面や行動面、学校生活面に
ついて、幼児期から就学、進学を経る成長
過程で、一体的で途切れることのない相談・
支援体制の整備に努める。
 また、相談窓口を一本化するなど、支援を
必要としている町民が容易に相談できる体
制の整備に努める。

• 健康福祉課、学校教育課及び子ども育成課
において、児童の発達面や行動面、学校生
活面で困り感がある児童を早期に発見し、
支援していけるよう、関係機関と連携を取
りながら取り組んでいる。　　　　　　　
今後も玉村町障がい者（児）基幹相談支援
センターを含めた関係機関との連携強化を
図りながら、玉村町の相談支援ファイルで
ある「にじいろファイル」を活用して幼児
期から成人期までを一貫してつなぎ、どの
ライフステージにおいても切れ目ない相談・
支援体制を継続していく。

・業務の効率化を図るため、校務支援システム
の充実などの環境整備を推進する。
・国・県の補助に関わらず、部活動指導員など
必要な人的配置に努める。

• 校務支援システムを導入しており、学校におい
ては、教育委員会との連絡をはじめ、通知票や
指導要録、出席簿等の作成等を効率的に行って
いる。3学期制移行に伴う業務内容の変更と定
期健康診断結果の記録に関わるシステム変更
や、児童生徒用・教職員用のパソコンの更新等
を進め、より使い勝手のよいシステムを構築し
ていきたい。
• 玉村中学校に部活動指導員1名を配置している
が、さらなる指導員の確保・充実に努める。ス
クール・サポート・スタッフについては、現在、
県予算により玉村中学校に1名配置しているが、
スクール・サポート・スタッフが多忙化解消に
大変役立っているという県教育委員会の「教職
員の多忙化解消に向けた協議会」の検証結果も
踏まえ、今後、町内の小中学校におけるスクー
ル・サポート・スタッフの配置を推進していき
たい。

子どもの発達支援の充実教員の負担軽減水道事業の健全経営空家対策の充実

平成30年11月29日に提出した政策提言書に平成30年11月29日に提出した政策提言書に
ついて、町長・教育長から回答がありました。ついて、町長・教育長から回答がありました。
政策提言、回答の要旨は以下のとおりです。政策提言、回答の要旨は以下のとおりです。

　議会からの　提案で

　町が動き 出す！

傍聴は、どなた
でもできます！
詳しくは議会事
務局まで。

玉村町議会では、３月、６月、９月、12月に
定例会が開催されます。そのほかに、必要に
応じて臨時会も開催されます。

次年度の予算も審議します

昨年度の決算も
審議します
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